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１ 総 括 

１ 管内の概況 

所管区域は、弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡西目屋村、南津軽郡藤崎町、大鰐町、田舎館

村、北津軽郡板柳町の３市３町２村からなっている。 

管内面積は 1,598.23㎢で、県面積 9,645.11㎢の 16.57％を占めている。管内人口（令和６年

10月１日現在）は 259,985人で県計 1,164,752人の 22.32％を占めている。また、昨年同期

（264,255人）に比べ 4,270人減少している。 

65歳以上の人口割合（令和２年）は、県計、管内ともに 33.7％であり、同じ水準にある。 

 

   □ 市町村別面積、人口 

 

□ ３区分別年齢割合                              （％） 

 

□ 管内の地図（令和７年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

面積(㎢) 人口(人)

弘 前 市 524.20 159,497

黒 石 市 217.05 29,783

平 川 市 346.01 29,186

西 目 屋 村 246.02 1,144 ※面積－「全国都道府県市区町村別面積」

藤 崎 町 37.29 14,065 　　　　（令和７年４月１日現在）

大 鰐 町 163.43 7,737 　　　　〔国土交通省国土地理院〕

田 舎 館 村 22.35 6,866 ※人口－「令和６年青森県の人口」

板 柳 町 41.88 11,707 　　　　（令和６年10月１日現在推計人口）

管 内 計 1,598.23 259,985 　　　　〔青森県統計分析課〕

15歳未満 15歳～64歳 65歳以上 15歳未満 15歳～64歳 65歳以上

平成17年 13.3 62.8 23.9 13.9 63.4 22.7

平成22年 12.0 61.5 26.5 12.6 61.7 25.8

平成27年 11.0 58.6 30.4 11.4 58.4 30.1

令和２年 10.3 55.9 33.7 10.5 55.7 33.7

国勢調査　各年10月１日

管　内 青森県

黒石市 

板柳町 

 

藤崎町 

 田舎館村 

弘前市 

西目屋村 

大鰐町 平川市 



- 2 - 

２ 沿革  

昭和26年10月１日   社会福祉事務所設置に関する条例（S26.9.19青森県条例第62号）により、

「中津軽社会福祉事務所」、「南津軽社会福祉事務所」として発足。 

昭和27年３月31日   県条例第７条により地方福祉事務所廃止。 

昭和29年５月１日   各所の統廃合により「中南地方福祉事務所」となり、中郡16町村、南郡28

町村を所管。 

昭和29年７月１日   黒石市の誕生（黒石町、中郷村、山形村、六郷村、浅瀬石村）及び昭和29

年からの町村合併により、岩木町、相馬村、西目屋村、藤崎町、大鰐町、尾

上町、浪岡町、平賀町、常盤村、田舎館村、碇ヶ関村の11町村を所管。 

昭和36年１月５日   県条例第62号（S26.10.1制定）が廃止され、県条例第13号で中津軽郡、南

津軽郡を所管する中南地方福祉事務所として発足。 

昭和53年４月１日   新福祉事務所構想により従来の単法担当方式から福祉六法総合担当方式に

移行。 

平成５年４月１日   福祉関係八法改正により、福祉四法総合担当方式に移行。 

平成９年４月１日   県行政機関設置条例の一部改正により、板柳町が所管となる。 

平成14年４月１日   県行政機関設置条例の一部改正により、保健所・地方福祉事務所・児童相

談所が統合し、中南地方健康福祉こどもセンター福祉部（中南地方福祉事務

所）となり、福祉調整課、福祉推進課の２課体制となる。 

平成15年４月１日   組織改正により、福祉推進課が生活保護単法制となる。 

平成16年４月１日   組織改正により、福祉推進課が保護課と改称される。 

平成17年３月28日   市町村合併により、藤崎町と常盤村が合併し、藤崎町となる。 

平成17年４月１日   市町村合併により、浪岡町が青森市と合併し、東地方健康福祉こどもセン

ターの管轄となる。 

平成18年１月１日   市町村合併により、尾上町、平賀町、碇ヶ関村が平川市となる。 

平成18年２月27日   市町村合併により、岩木町、相馬村が弘前市となる。 

平成18年４月１日   地域県民局を設置する組織改正により、中南地域県民局地域健康福祉部福

祉総室（中南地方福祉事務所）となる。 

平成21年４月１日   身体障害者手帳の交付に関すること及び、療育手帳の交付に関することを、

障害者相談センターへ業務移管。 

平成25年４月１日   組織改正により、社会福祉施設等の指導監査等に関すること及び児童扶養

手当等に関することが東青地域県民局へ業務集約される。 

平成27年３月30日   青森県弘前健康福祉庁舎が完成。弘前保健所、青森県弘前児童相談所及び

青森県障害者相談センターとともに同庁舎へ移転し業務開始した。 

令和７年４月１日   組織改正により、地域県民局が廃止となり、青森県中南福祉事務所が設置

される。  
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３ 組織図と分掌事務  

（１） 組織図（令和７年４月１日現在） 

（２）分掌事務 

福祉調整課 

１ 児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法に定める援護及び育成の措置に関すること 

２ 要保護女子の更生援護に関すること 

３ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関すること 

４ 困難な問題を抱える女性への支援に関すること 

５ 民生委員・児童委員に関すること 

６ 各種福祉統計に関すること   

７ 防災、災害救助等の連絡調整に関すること 

８ 日本赤十字事業に関すること 

９ 地域共生社会の推進に関すること 

       

保 護 課 

１ 生活保護法に定める保護の措置に関すること 

２ 生活困窮者自立支援に関すること 

  

中南福祉事務所

職種別職員数（正職員）

非常勤事務員

非常勤職員

非常勤職員

※嘱託医（非常勤）
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課    長

主　　幹

主　　査

主　　事

小　　計

計29人

所　　長
次　　長

福祉調整課
（福祉調整課長事務取扱）

生活保護受給者就労支援相談員 １人

正職員（再任用職員含む） ４人

２人

母子・父子自立支援員 １人

母子・父子自立支援員補助員 １人

女性等相談支援員 １人

保　護　課

正職員（再任用職員含む） 15人

医療扶助相談・指導員 １人

生活保護面接相談員 １人

２人
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４ 令和７年度運営方針 

（１）基本方針 

地域住民が健康寿命の延伸を目指し、住み慣れた家庭や地域で、安心して暮らせる健康なまちづ

くりを推進するため、市町村や関係機関・団体等と連携し、保健・医療・介護・福祉の向上を図

る。 

 

（２）重点目標及び具体的推進事項 

ア 保健及び関係機関等と連携を図った福祉関係各法業務の推進 

複雑・多様化かつ複合化する県民ニーズに的確に対応するため、福祉関係各法業務につい

て、保健及び関係機関等と密接に連携して、その迅速かつ適正な実施を図る。 

・ 生活保護等各法業務を迅速かつ適正に実施する。 

・ 福祉関係各法業務に係る職員の資質向上を図る。 

 

イ 関係機関との連携による地域福祉の推進 

地域福祉の主体的な担い手である市町村をはじめ、社会福祉協議会や民生委員・児童委員等

との連携を強化し、地域ぐるみで支え合い、助け合うことができる地域共生社会の実現に向け

取り組む。 

・ 市町村地域福祉計画の推進を支援する。 

・ 郡民生委員・児童委員協議会の運営を積極的に支援する。 

・ 管内市町村や社会福祉協議会等と連携し、地域の保健・医療・福祉の向上に資する取組及

び多様な担い手による高齢者への生活支援サービス提供体制等の充実・強化に向けて取り組

む。 

 

ウ 母子父子寡婦福祉資金等の収入未済解消の促進 

母子父子寡婦福祉資金の償還金、生活保護費の返還金等に係る収入未済解消の促進及び徴収

事務等における事務処理の適正化を図る。 

・ 収納対策検討会議及び債権回収業者（サービサー）を積極的に活用する。 

 

エ 配偶者等暴力（ＤＶ）相談支援業務の推進 

・ 女性相談支援センター、保健所、児童相談所及び警察署等の関係機関との緊密な連携を図

る。 

・ 市町村虐待防止協議会等への参画及び支援を行う。 
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５ 令和７年度行事予定 

 

６ 令和７年度相談等日程表 

各種相談受付：随時 

  

月 福 祉 調 整 課 保 護 課 

４月 

・母子父子寡婦福祉資金貸付審査会（随時） 

・中南郡民生委員児童委員協議会総会 

 

 

５月 

・中南郡民生委員児童委員協議会役員会  

６月 

  

 

７月 

・中南郡民生委員児童委員協議会主任児童委員研

修会 

 

８月 

・戦没者追悼式（県・市町村） 

・中南郡民生委員児童委員協議会テーマ別研修会 

 

９月 

・敬老会（各町村） 

・第１回福祉事務所長会議 

・中南地区赤十字奉仕団委員長・事務担当者会議 

 

10月 

  

11月 

・社会福祉大会（県、市町村） 

 

 

12月 

・中南郡民生委員児童委員協議会役員会 ・生活保護法施行事務監査 

 

１月 

・中南郡民生委員児童委員協議会会長・副会長研

修会 

 

 

２月 

・第２回福祉事務所長会議  

３月 

・中南郡民生委員児童委員協議会役員会  



- 6 - 

７ 令和６年度歳入・歳出関係 

（１） 歳 入                            （単位：円） 

 
 

 

調定額 収入済額 不能欠損処分額 収入未済額

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

53,748,022 8,392,525 2,971,663 42,383,834

90 90 0 0

0 0 0 0

90 90 0 0

9,260,159 6,778,869 0 2,481,290

9,260,159 6,778,869 0 2,481,290

7,462,573 6,037,916 0 1,424,657

807,273 362,882 0 444,391

990,313 378,071 0 612,242

44,386,543 1,512,336 2,971,663 39,902,544

44,386,543 1,512,336 2,971,663 39,902,544

15,613,732 651,258 268,718 14,693,756

25,632,987 441,002 2,702,945 22,489,040

3,139,824 420,076 0 2,719,748

0 0 0 0

101,230 101,230 0 0

101,230 101,230 0 0

0 0 0 0

101,230 101,230 0 0

0 0 0 0

53,748,022 8,392,525 2,971,663 42,383,834

督促手数料（生活保護費返還金）

一般会計 計

総務費

情報公開

自賠責保険金

知事部局

光熱水費

生活保護費返還金（78条）

督促手数料（生活保護費返還金）

雑入

過年度収入

知事部局

生活保護費返還金（戻入）

生活保護費返還金（63条）

生活保護費返還金（63条）

生活保護費返還金（78条）

生活保護費返還金（戻入）

個人情報保護

民生費

生活保護費

雑入

知事部局

健康医療福祉政策課

過年度収入

延滞金

健康医療福祉政策課（生活保護費）

延滞金

物品

知事部局

物品売払収入

証明

総務文書課

目・節・細節・区分

総務手数料
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調定額 収入済額 不能欠損処分額 収入未済額

242,938,309 78,268,974 5,969,530 158,699,805

65,286,111 58,429,054 0 6,857,057

65,282,321 58,429,054 6,853,267

3,790 0 3,790

177,652,198 19,839,920 5,969,530 151,842,748

177,229,763 19,828,448 5,957,696 151,443,619

422,435 11,472 11,834 399,129

4,308,628 1,175,451 1,348,918 1,784,259

971,368 968,451 0 2,917

971,368 968,451 0 2,917

0 0 0 0

3,337,260 207,000 1,348,918 1,781,342

3,149,980 205,213 1,282,021 1,662,746

187,280 1,787 66,897 118,596

75,000 75,000 0 0

75,000 75,000 0 0

75,000 75,000 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

8,400 8,400 0 0

8,400 8,400 0 0

592,803 13,524 55,000 524,279

0 0 0 0

592,803 13,524 55,000 524,279

247,923,140 79,541,349 7,373,448 161,008,343

301,671,162 87,933,874 10,345,111 203,392,177

目・節・細節・区分

過年度収入

元金

元金

利子

母子福祉資金貸付金収入

現年度収入

利子

過年度収入

現年度収入

元金

利子

寡婦福祉資金貸付金収入

元金

利子

父子福祉資金貸付金収入

現年度収入

元金

利子

貸付金償還違約金

雑入

利子

違約金及び延納利息

過年度収入

元金

合　　　計

母子父子寡婦福祉資金特別会計 計

現年度収入

過年度収入
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（２） 歳 出                            （単位：円） 

 

 

（３） 明許繰越費                          （単位：円） 

 

 

  
 

令達額 支出済額 残額

316,000 286,264 29,736

3,161,797 2,967,986 193,811

37,100 5,500 31,600

367,100 314,060 53,040

4,987,000 4,453,936 533,064

498,540,000 480,421,552 18,118,448

一般会計 507,408,997 488,449,298 18,959,699

1,307,000 1,172,000 135,000

5,000,000 0 5,000,000

500,000 0 500,000

0 0 0

母子父子寡婦福祉資金特別会計 6,807,000 1,172,000 5,635,000

514,215,997 489,621,298 24,594,699

福祉事務所費

老人福祉費

目

社会福祉総務費

指導調査費

扶助費

計

地域福祉費

生活保護総務費

母子福祉資金貸付金収入

計

合　　　計

寡婦福祉資金貸付金収入

父子福祉資金貸付金収入

令達額 支出済額 残額

1,320,000 1,320,000 0

一般会計 1,320,000 1,320,000 0

1,320,000 1,320,000 0合　　　計

保健所費

計

目


